
判決　平成１４年１月１０日　神戸地方裁判所　平成１２年(行ウ)第１６号　重加
算税賦課決定処分取消請求事件
　　　　　　　　　　主  　　      文
　　　　　１　原告らの請求をいずれも棄却する。
　　　　　２　訴訟費用は，原告らの負担とする。
              　　　事実及び理由
第１　請　求
    　被告が原告らに対して被相続人Ａに係る相続税につき平成１０年６月２５日
付けでした重加算税賦課決定処分（但し，平成１２年１月２０日付け裁決により取
り消された部分を除く。）をいずれも取り消す。
第２　事案の概要等
      本件は，原告ら及びＢの被相続人であるＡの死亡にともなう相続に係る相続
税につき，被告が原告らに対して平成１０年６月２５日付けで更正処分（以下「本
件更正処分」という。）及び重加算税賦課決定処分（以下「本件処分」という。）
を行ったところ，原告らが，被告に対し，本件処分が違法であるとしてその取消し
を求めた（但し，平成１２年１月２０日付け裁決により取り消された部分を除
く。）事案である。
  １　前提となる事実
  　　次の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。
    (1)　原告らの身分関係等
    　ア　原告らは，いずれも，Ａと同人の妻Ｂとの間に生まれた子である（別紙
相続関係図参照）。
    　イ　Ａは，平成２年１２月３０日に死亡し，原告ら及びＢがＡの権利義務を
相続した（以下「本件相続」という。）。　
　　　ウ　Ｃは，Ａの実弟である。
    (2)　本件相続に係る相続税申告の委任
　　　　原告らは，誰に委任するかという点も含め，本件相続に係る相続税の申告
手続を，Ｂに一任した。Ｂは，Ｃから紹介を受けたＤ（なお，当時，Ｄは，姫路市
議会議員であった。）に対し，Ｂ及び原告らの相続税の申告手続を委任した。
　　(3)　Ｄによる本件相続に係る相続税の申告
　　　　Ｄは，上記委任に従って平成３年６月２８日，本件相続に係る相続税の申
告書（乙１の１。以下「本件申告書」という。）を被告に提出した。
　　　　上記申告の内容は，別表１「課税の経緯」申告欄記載のとおりである。
        本件申告書第１３表「債務及び葬式費用の明細書」の「１　債務の明細」
欄には，Ａの債務として，次のような記載がある。
　　　ア　種　　　類　　　　借入金
　　　イ　債　権　者　　　　Ｃ
　　　ウ　発生年月日　　　　平成２年４月６日
　　　エ　金　　　額　　　　１００，０００，０００円
　　　オ　負担する人の氏名及び負担する金額
        　　　　　　　　　Ｂ　　４０，０００，０００円
        　　　　　　　　　Ｅ　　６０，０００，０００円
　　　　本件申告書には，本件相続に係る遺産分割協議書（乙１の５）等のほか，
株式会社阪神銀行（当時，以下同じ）姫路支店（以下，単に「阪神銀行」とい
う。）作成の平成３年５月２８日付けのＣの残高証明書（乙１の２。以下「本件残
高証明書」という。）及び平成２年４月６日付けの念書（乙１の３。以下「本件念
書」という。）が添付されて，被告に提出された。
　　(4)　本件残高証明書，念書の記載内容等
　　　　本件残高証明書及び本件念書の記載内容は，それぞれ次のとおりである。
　　　ア　本件残高証明書
　　　　　本件残高証明書には，阪神銀行のＣに対する平成２年１２月３１日現在
の貸付残高が，手形貸付１億２０００万円，証書貸付１億００４０万６２４８円，
合計２億２０４０万６２４８円と記載されている。
　　　イ　本件念書
　　　　　本件念書は，平成２年４月６日付けで，ＡからＣに宛てた体裁となって
おり，「阪神カードで壱億圓をＣが債務者になって借りているが実際は私が使用し
ている事を誓約致します」と記載されている。
　　　　　そして，本件念書の末尾には，Ａ名義の署名と押印がされている。



　　(5)　Ｃの阪神銀行からの１億円の借入れ
　　　　前記(4)イの本件念書記載の１億円の債務は，Ｃが阪神銀行から貸付を受け
て，自らが使用し返済しているものであって（以下，Ｃの阪神銀行に対する上記債
務を「本件債務」という。），ＡがＣから１億円の貸付を受けた事実はない。
    (6)　本件申告書に基づく相続税の納付
    　　原告らは，本件申告書の記載内容に従い，別表１「課税の経緯」申告欄の
各納付すべき税額記載のとおりの相続税を納付した。
　　(7)　本件更正処分及び本件処分
　　　　被告は，税務調査の結果，原告らの本件相続に係る相続税の申告につい
て，本件債務を控除すべきでないのに，控除して申告したとして，平成１０年６月
２５日付けで同相続税の計算において，本件念書記載の１億円の債務控除を否認す
るという内容の本件更正処分を行った。
        被告は，前記原告らの行為が国税通則法６８条１項に規定する課税標準等
又は税額等の基礎となるべき事実を仮装し，その仮装したところに基づき納税申告
書を提出したことに該当するとして，前記本件更正処分と同時に本件処分を行った
（以下，本件相続に係る相続税の申告において問題となっている仮装行為を「本件
仮装行為」という。）。
        なお，本件更正処分及び本件処分の内容は，別表１「課税の経緯」の更正
処分等欄記載のとおりである。
    (8)　原告らの異議申立てとこれに対する決定
        原告らは，被告に対し，平成１０年８月５日付けで本件更正処分及び本件
処分について異議申立てをした。これに対し，被告は，同年１１月５日，上記異議
を棄却する旨の決定をした。
    (9)　原告らの審査請求とこれに対する裁決
    　　原告らは，平成１０年１１月２５日，審査請求を行った。これに対し，国
税不服審判所長は，平成１２年１月２０日付けで，別表１「課税の経緯」裁決欄記
載のとおり，本件更正処分及び本件処分の各一部を取り消す旨の裁決をした。
  ２　争点
      本件の争点は，抽象的には本件処分（但し，裁決で取り消された部分を除
く。）の適法性であるが，具体的には次の２点である。
    (1)　本件処分において，重加算税の賦課要件が充足されているか。
    (2)　本件処分は，信義則に違反するか。
第３　争点に関する当事者の主張
　１　争点(1)（重加算税の賦課要件の充足の有無）について
  （被告の主張）
  　　本件処分は，以下のとおり，重加算税の賦課要件が充足されており，適法で
ある。
　　(1)　重加算税の賦課要件については，納税者が故意に課税標準等又は税額等の
計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし，又は仮装し，その隠ぺい，
仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り，その申告に際
し，納税者が過少申告を行うことの認識を有していることまで必要とするものでは
ない。
　　　　そして，国税通則法６８条１項は，隠ぺい又は仮装行為の行為者について
「納税者」と規定しているが，これは納税者本人に限らず，納税者と同視できる者
が隠ぺい，仮装行為をした場合も，「納税者」の隠ぺい，仮装行為というべきであ
る。すなわち，代理人のみならず，復代理人ないし履行補助者（履行代行者）の行
為を含めてその申告手続に関し，国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となる
べき事実の全部又は一部の隠ぺい又は仮装行為がされた以上，復代理人又は履行補
助者を含めて，同手続を行う者の選任，監督について納税者に過失がないと認めら
れる場合を除き，その申告の効果が納税者に帰属するとともに，重加算税の賦課要
件を充たすと解すべきである。
    (2)　本件において，原告らは，相続税の申告手続をＢに一任し，ＢはこれをＤ
に委任するとともに，その申告のためＤに渡す書類の作成をＣと相談の上行ったも
のである。したがって，Ｂは原告らの申告についての代理人又は履行補助者，Ｃは
申告に必要な一部の書類の作成についてＢから委任を受けた復代理人又は履行補助
者に該当する。
    　　そして，ＢはＣと相談の上，本件債務をＡの債務と仮装する内容の本件念
書（乙１の３）を日付を遡らせて作成した上，これを本件残高証明書（乙１の２）



とともにＤに渡し，Ｄが本件念書に基づきＣの債務である本件債務をＡの債務とし
てＡの相続財産額から控除し，本件相続税の計算を行って本件申告書を作成した
上，被告に提出したのであるから，原告らの代理人又は履行補助者であるＢ及びＣ
が，課税標準等又は税額等の基礎となるべき事実を故意に仮装したというべきであ
り，本件仮装行為は原告らの行為と同視すべきである。
        なお，仮に，本件仮装行為にＤも関与していたとしても，Ｄは申告につい
ての復代理人又は履行補助者（履行代行者）に該当するから，上記結論に影響はな
い。
    (3)　次に，原告らには，Ｂ，Ｃ及びＤに対する選任，監督上の過失があったこ
とも明らかである。すなわち，Ｂらはいずれも税理士等の資格を有する者ではない
上，原告らがその選任に当たってＢらが税理士に委任する等して適切な申告をする
意思があるかについて確認していないから，選任に当たって尽くすべき注意を怠っ
たというべきである。また，原告らは，申告手続を任せた後，Ｃらから本件申告の
内容について説明を受けるなどしておらず，監督義務も怠ったというべきである。
　（原告らの反論）
    　本件処分は，以下のとおり，重加算税の賦課要件を充足していないから，違
法である。
    (1)　国税通則法６８条にいう「事実の全部又は一部を隠ぺいし，又は仮装し，
その隠ぺいし，又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた」とは，納
税者自身がその隠ぺい，仮装行為，及び隠ぺい又は仮装に基づく申告書の提出につ
いて何らかの認識を有していたことを必要と解すべきである。納税者がそのような
認識を欠く場合には，重加算税の賦課要件は充たさないと考えるべきである。
    (2)　本件において，原告らは，Ｄがどのような書類を作成し，本件債務をＡの
相続財産額から控除して本件申告書を提出したかについて，一切認識していない。
したがって，本件において，重加算税の賦課要件は充たされていない。
    (3)　被告は，ＢがＣと相談して，本件債務をＡの債務と仮装する内容の本件念
書を日付を遡らせて作成したなどと主張するが，否認する。本件念書（乙１の３）
は，Ｃが，Ｄと協議の上で，原告ら及びＢの知らないところで作成したものと推測
され，本件仮装行為にＢが関与したことはない。
    　　なお，乙第５号証（確認書）は，ＣがＢに対する恨みから原告ら及びＢを
陥れる目的で作成したもので，信用性がない。　
　２　争点(2)（信義則違反の有無）について
　（原告らの主張）
　　　本件処分は，以下のとおり，信義則に反するから，違法である。
　　(1)　課税庁が，納税者と同視すべき者が反復継続して税理士法違反の行為をし
ていることを認識しながら，これを容認し放置した結果，納税者と同視すべき者が
隠ぺい，仮装行為をした場合になされた重加算税賦課決定処分は，信義則に反する
と解すべきである。
      　なぜなら，重加算税は納税義務違反の発生を防止し，徴税の実を挙げよう
とする行政上の措置であるから，一方でこのような行為を課税庁自らが容認，放置
しておきながら，納税者にのみ不正な方法で行われたものであるとして，不利益な
処分である重加算税賦課決定処分をすることは，信義則に反するというべきだから
である。
    (2)　本件において，被告は，従来からＤと癒着し，本来，納税申告では許され
ないことも故意に見逃し，不正確な申告を容認，放置してきた。すなわち，Ｄは，
本件以外にも納税者の申告の代行をなし，その事実を被告も認識していたにもかか
わらず，被告がＤを排除しようとしたことがないのはもちろん，Ｄが申告代行をす
ることを助長してさえいたのである。
      　こうした事情を考慮すると，原告らがＤに対する監督義務を怠ったという
より，被告や姫路税務署職員がＤと通じて，原告らなどの納税者がＤを監督する必
要がない状況を作出しており，Ｄがそのような状況を利用して１０００万円もの高
額な報酬を得ていた（甲２，３）という方が，事案の全体像として適切である。
    (3)　したがって，本件処分は，信義則に違反する。
　（被告の反論）
      本件処分は，以下のとおり，信義則に反せず，適法である。
　　(1)　原告らは，課税庁が，納税者と同視すべき者が反復継続して税理士法違反
の行為をしていることを認識しながら，これを容認し放置した結果，納税者と同視
すべき者が隠ぺい，仮装行為をした場合に重加算税賦課決定処分をすることは信義



則に反するとし，本件において，被告は，Ｄの税理士法違反の行為を容認，放置し
ていたから，本件処分は信義則に違反する旨主張する。
　　(2)　しかし，被告がＤの税理士法２条違反の行為を認識していたとか，そのよ
うな行為を容認，放置したことは否認する。すなわち，そもそも原告らが主張する
事実関係自体が存在しないのである。
　　　　また，重加算税は，その賦課要件を充たせば賦課すべきことは当然であ
り，信義則のような一般条項を安易に適用して賦課要件を充足した処分の効力を否
定することを軽々しく行うべきではない。
第４　当裁判所の判断
　１　本件申告手続の経緯等について
　　(1)　事実の認定
　　　　前記第２の１の前提となる事実に，証拠（甲２，甲３，甲１１〔一部〕，
乙１〔枝番を含む〕，乙５，乙１２，乙１３，証人Ｂ〔一部〕）及び弁論の全趣旨
を総合すると，次の事実が認められる。
　　　ア　本件相続税申告の委任等
　　　　　Ａが平成２年１２月３０日に死亡した。そこで，原告らは，本件相続に
係る相続税の申告手続を，誰に委任するかという点も含め，Ｂに一任した。Ｂは，
平成３年５月ころ，Ｃに本件相続に係る相続税の申告について相談したところ，当
時姫路市議会議員であったＤを紹介され，Ｂ及び原告らの相続税の申告手続をＤに
委任した。
　　　　　原告らは，Ｂらに本件申告手続を任せた後，Ｂ，Ｃ，Ｄから本件申告書
の内容について説明を受けたり，Ｂ，Ｃ，Ｄに本件申告書の内容を確認したりした
ことはなく，また本件申告書の控えを受領したこともない。勿論，Ｂ，Ｃ，Ｄらは
いずれも税理士等の有資格者ではなく，原告らは，Ｂらが税理士に委任するなどし
て，適切な申告をする意思があるかどうかについて確認したこともない。
　　　イ　本件申告書添付書類の作成，交付等
　　　　　Ｂは，本件相続税の申告についてＣに相談し，ＣがＤから助言されたと
ころに従い，Ｃが阪神銀行から借り入れた本件債務をＡの債務として相続税の申告
をすることにした。そこで，Ｃが阪神銀行から本件残高証明書（乙１の２）を取り
寄せ，ＢがＡ作成名義の本件念書（乙１の３，作成日付を遡って記載）を偽造し
た。
　　　　　そして，ＣからＤに対し，本件申告書添付書類として，本件念書及び残
高証明書等が交付された。
　　　ウ　本件申告書の提出等
　　　　　Ｄは，本件念書及び残高証明書等に基づき本件申告書を作成し，平成３
年６月２８日，本件申告書にこれらの書類を添付して，原告ら及びＢに代わって本
件申告書（乙１の１）を被告に提出した。上記申告の内容は，別表１「課税の経
緯」申告欄記載のとおりであり，本件債務はＡの債務とされ，Ａの相続財産額から
本件債務額を控除した金額で本件申告がなされた。
　　　　　その後，Ｂは，Ｃから原告ら及びＢの各納税額を記載したメモ書きを受
け取り，原告ら及びＢは，このメモ書きの記載に従って，別表１「課税の経緯」申
告欄記載のとおり（本件申告書記載のとおり）相続税を納付した。
　　　　　そして，Ｂは，平成３年８月８日ころ，Ｄに対し，本件相続税の申告に
ついて助言してもらい，少ない相続税額で済んだことの謝礼として，１０００万円
を支払った（甲２，３）。
　　(2)　前記認定に反する原告ら主張の検討
　　　ア　原告らは，本件仮装行為にＢが関与したことを否認し，Ｃが，Ｄと協議
の上，Ｂの知らないところで本件念書を作成し，本件相続にかかる相続税の申告を
した旨主張し，Ｂも本件念書を作成していないと証言する。
　　　イ　しかし，Ｂ自身，本件訴訟での証人尋問において，被告指定代理人か
ら，本件念書（乙１の３）に記載されたＡの住所，氏名の筆跡と，Ｂが作成した書
類（乙１２）に記載されたＡの住所，氏名の筆跡とを同時に示され，「まあ，それ
は見た目はね，よく似てます。私もこれ，あれ，なんで私の筆跡。」と思わず叫ん
でしまい，本件念書（乙１の３）に記載されたＡの住所，氏名の筆跡がＢの筆跡で
あることを自認するかのような証言をしている（Ｂ証人調書１４頁）。
　　　　　確かに，本件念書（乙１の３）に記載されているＡの住所，氏名の筆跡
と，ＢがＡに代わって記載したと認めている（乙１３の２丁・第５項，Ｂ証人調書
１４頁）スーパーローン借入申込書（乙１２）のＡの住所，氏名の筆跡とは，極め



て類似していることが認められる。
　　　　　そして，Ｃは，平成１０年５月１３日付で作成して被告宛に差し入れた
確認書（乙５）の中で，「Ｂから相談され，私が阪神銀行姫路支店から借入れして
いる１億円をＡの借入れとして本件申告をしています。本件申告の時は，私が阪神
銀行から本件残高証明書をとりよせ，Ｂが本件念書を書いて本件申告書に付けてい
ます。本件念書の日付は，遡って書いています。」と陳述している。
　　　ウ　以上の事実によると，本件念書はＢが作成したものであることが認めら
れ，原告らの前記アの主張は採用できない。
　２　争点(1)（重加算税の賦課要件の充足の有無）について
　　(1)　重加算税の賦課要件
　　　ア　納税者の主観的要件
      　　国税通則法６８条に規定する重加算税は，同法６５条ないし６７条に規
定する各種の加算税を課すべき納税義務違反が，事実の隠ぺい又は仮装という不正
な方法に基づいて行われた場合に，違反者に対して課される行政上の措置であっ
て，故意に納税義務違反を犯したことによる制裁ではない。
        　したがって，国税通則法６８条１項による重加算税を賦課するために
は，納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部
を隠ぺいし，又は仮装し，その隠ぺい，仮装行為を原因として過少申告の結果が発
生したものであれば足り，それ以上に，申告に際し，納税者において過少申告を行
うことの認識を有していることまでを必要とするものではない，と解するのが相当
である（最高裁昭和６２年５月８日第２小法廷判決・裁判集民事１５１号３５頁参
照）。
　　　イ　国税通則法６８条１項にいう「納税者」
　　　　(ア)　国税通則法６８条１項は，重加算税賦課の要件として，隠ぺい又は
仮装行為の行為者について「納税者」と規定している。そこで，同条にいう「納税
者」であるが，納税者本人の他，同申告手続を行う者の選任，監督について納税者
に過失がないと認められる等の特段の事情がない限り，納税者と同視できる者，具
体的には，納税者から委任を受けた代理人，代行者を含むと解するのが相当であ
る。
　　　　　　何故ならば，納税者は，納税申告を自らの判断と責任において第三者
に委ね，納税者に代わってその者に行わせることが許されている（国税通則法１２
４条，税理士法２条１項）ところ，納税者が納税申告を第三者に代理ないし代行と
して委任した場合，第三者が同委任に基づいて行った行為の効果は納税者に帰属す
るうえ，自己責任の原則からしても，第三者を利用することによって得られる利益
とともに，それによる不利益も当然納税者が享受すべきであるからである。
　　　　　　したがって，納税者が委任した第三者が，その申告手続に関し，国税
の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい，仮
装した場合も，「納税者」の隠ぺい，仮装行為に該当するということになる。
    　　(イ)　ところで，原告らは，国税通則法６８条の「事実の全部又は一部を
隠ぺいし，又は仮装し，その隠ぺいし，又は仮装したところに基づき納税申告書を
提出していた」ことについて，「納税者」自身がその隠ぺい，仮装行為，及び隠ぺ
い又は仮装に基づく申告書の提出について，何らかの認識を有していたことが必要
であると主張する。
      　　　しかし，前記(ア)で説示したところからすれば，そのような認識が必
要ではないうえ，仮に，重加算税の賦課要件として納税者自身の認識が必要である
とすると，委任を受けた親族等による仮装，隠ぺい行為による脱税行為を抑止する
ことは困難となり，納税義務違反の発生を防止し徴税の実を挙げようとした行政上
の措置としての重加算税の趣旨を没却する結果となり相当でない。
          　したがって，原告らの上記主張は採用することはできない。
　　(2)　本件への当てはめ
    　ア　前記１(1)ア，イのとおり，原告らは，本件相続税の申告手続をＢに一任
し，Ｂは，これをＤに委任するとともに，Ｃと相談の上Ｄに交付する書類を作成し
たものである。
　　　　　そうすると，Ｂが原告らの本件相続に係る相続税の申告に関する代理人
又は履行補助者，Ｃが同申告に必要な一部の書類の作成についてＢから委任を受け
た復代理人又は履行補助者に該当すると認めるのが相当である。
    　イ　そして，前記１(1)で認定したとおり，Ｂは，Ｃと相談の上，本件債務を
Ａの債務と仮装する内容の本件念書を作成し，これを本件残高証明書とともにＤに



渡し，Ｄが本件念書に基づき本件債務をＡの債務とし，Ａの相続財産額から本件債
務額を控除した金額で本件申告書を作成した上，被告に提出したのであるから，当
該申告行為は，代理人又は履行補助者であるＢ及びＣが，課税標準等又は税額等の
基礎となるべき事実を故意に仮装したものと認めるのが相当である。
　　　　　したがって，その仮装行為は，Ｂ及びＣの選任，監督につき原告らに過
失がないと認められる等の特段の事情がない限り，原告らの行為と同視すべきであ
って，重加算税の賦課要件を充たすものといわなければならない。
    　　　そして，Ｄが本件申告書の代筆に止まらず本件仮装行為に関与してはい
るが，Ｄもまた本件申告についてＢ及びＣから委任を受けた復代理人又は履行補助
者（履行代行者）というべきであるから，上記結論に影響はない。
    　ウ　そこで，原告らに，本件申告に関して，Ｂ及びＣの選任，監督につき過
失がないと認められる等の特段の事情があるかであるが，それを認めるに足る的確
な証拠はない。
　　　　　かえって，前記１(1)アのとおり，Ｂらはいずれも税理士等の有資格者で
はなく，しかも，原告らがその選任に当たってＢらが税理士に委任するなどして，
適切な申告をする意思があるかどうかについて確認したことがないことからする
と，原告らが選任に当たって尽くすべき注意義務を怠ったということができる。
　　　　　また，前記１(1)アで認定したとおり，原告らは，Ｂらに申告手続を任せ
た後も，これらの者から本件申告の内容について説明を受けたり，申告書の控えを
受領したこともないことが認められ，原告らからＢらに対して，本件申告の内容に
係る説明及び申告書の控えの交付を要求したり，Ｄが作成した本件申告書，及びＢ
及びＣが申告のためにＤに手渡した関係書類（本件念書，本件残高証明書等）につ
いて，被告への提出前に内容を点検するなどして，Ｂらの監督を行おうとした形跡
も窺われないことからすると，その監督義務を怠ったということもできる。
          したがって，原告らには，上記特段の事情は認められない。
      エ　以上のとおり，本件更正処分により増加した原告らの納付すべき税額に
対する重加算税の賦課要件は充たされるというべきである。そして，重加算税の計
算については，別表２「重加算税の計算明細表」のとおり適正に行われている。
      　　したがって，本件処分は重加算税の賦課要件を充足しない旨の原告らの
主張は採用できない。
　３　争点(2)（信義則違反の有無）について
　　(1)　原告らの主張
　　　　原告らは，課税庁が，納税者と同視すべき者が反復継続して税理士法違反
の行為をしていることを認識しながら，これを容認し放置した結果，納税者と同視
すべき者が隠ぺい，仮装行為をした場合になされた重加算税賦課決定処分は信義則
に反することを前提に，本件処分はまさにこれに該当し信義則に反して無効である
と主張する。
　　(2)　検　討
　　　ア　課税処分と信義則
        　租税法規に適合する課税処分について，法の一般原理である信義則の法
理により課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても，
その適用は，法律による行政とりわけ租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律
関係においては慎重でなければならず，租税法規の適用における納税者間の平等，
公平という要請を犠牲にしても，なお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者
の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に，
初めて信義則の法理の適用を考えるべきものである（最高裁昭和６２年１０月３０
日第３小法廷判決・裁判集民事１５２号９３頁参照）。　
　　　イ　本件への当てはめ
　　　　(ア)　これを本件についてみるに，そもそも，本件全証拠によるも，被告
ないしは姫路税務署職員が，Ｄが税理士法２条違反の行為を反復継続して行ってい
たことを認識し，これを容認，放置していた事実は認めることができないのであ
る。
　　　　(イ)　そして，仮に，被告ないし姫路税務署職員が，Ｄが税理士法２条に
違反して納税者の申告手続の代行をしていることを認識していたとしても，次の各
事実に照らせば，本件処分については信義則の法理の適用を考える余地はないもの
といわなければならない。
　　　　　ａ　前記１(1)イのとおり，Ｂは，本件相続税の申告内容についてＣと相
談し，ＣがＤから助言を受けたところに従い，本件債務をＡの債務として申告する



こととし，Ｃが阪神銀行から本件残高証明書を取り寄せるとともに，ＢがＡ作成名
義の本件念書（乙１の３，作成日付を遡って記載）を偽造している。
　　　　　　　すなわち，Ｂ自身がＤの助言に従い，本件申告による悪質な脱税行
為に積極的に関与している。
　　　　　ｂ　前記２(2)のとおり，Ｂらによる原告らの本件相続に係る相続税の申
告は，原告らによる申告と同視できる。
　　　　(ウ)　したがって，原告らの上記(1)の信義則違反の主張も理由がない。
第５　結　論
　１　以上説示したところによれば，本件処分は，重加算税の賦課要件を充足し，
何ら信義則にも反しない適法なものということができる。
　２　よって，本件処分の取消しを求める原告らの請求は理由がないから棄却する
こととし，主文のとおり判決する。
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